
都道府県の受動喫煙対策の状況

Ⅰ　都道府県の施設の受動喫煙対策

【本庁舎】

敷地内禁煙 0 0.0%
施設内禁煙（喫煙場所は施設外に設置） 21 44.7%
施設内分煙①(閉鎖された喫煙所を設置） 21 44.7%
施設内分煙②(閉鎖されていない喫煙所を設置) 2 4.2%
その他 3 6.3%
計 47 100.0%

【出先機関（保健所を含む）】 （備考）保健所のみ～２０年度

敷地内禁煙 1 2.1% 19.6%
施設内禁煙(喫煙場所は施設外に設置） 16 34.0% 62.5%
施設内分煙①(閉鎖された喫煙所を設置） 10 21.3% 9.0%
施設内分煙②(閉鎖されていない喫煙所を設置) 0 0.0% 8.3%
出先機関によって異なる 20 42.6% 注）喫煙対策行動宣言調査

計 47 100.0% 県型保健所（回収率８０．２％）

【学校(小・中・高校）】

すべて（県立・市町村立・私立）敷地内禁煙 8 17.0%
県立・市町村立は敷地内禁煙 1 2.1%
県立は敷地内禁煙 20 42.6%
（以下県立のみ）
施設内分煙①(閉鎖された喫煙所を設置） 2 4.2%
施設内分煙②(閉鎖されていない喫煙所を設置) 0 0.0%
学校によって異なる 9 19.1%
回答なし 1 2.1%
計 47 100.0%

Ⅱ　その他の都道府県の喫煙対策

【「空気のきれいな施設」などの認定や登録】

実施している（飲食店のみ） 10 21.3%
　　　　　　　　（ホテル、スポーツ施設など含む）　　 19 40.4%
　　　　　　　　（詳細不明） 9 19.1%
実施していない 9 19.1%
計 47 100.0%

【喫煙対策の条例や行動計画の有無】

条例がある 3 6.3%
条例はないが個別の喫煙対策の計画がある 7 14.9%
健康増進計画に含まれている 34 72.3%
計画はない 3 6.3%
計 47 100.0%

(その他の内訳）・喫煙室から煙が漏れている２　庁舎により異なる１

（平成２１年３月　全国所長会・地域保健の充実強化に関する委員会調べ＊）

＊調査方法～都道府県の保健所長会会長に対しメールで調査


